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令和 4 年網走市議会第 3 回定例会 議案 



 

令和4年網走市議会第3回定例会 議案 

 

 

番号 議案番号 件                         名 

1 認定第1号 令和3年度網走市各会計歳入歳出決算について 

2 認定第2号 令和3年度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算について 

3 認定第3号 令和3年度網走市簡易水道事業会計の利益の処分及び決算について 

4 認定第4号 令和3年度網走市下水道事業会計の利益の処分及び決算について 

5 議案第1号 令和4年度網走市一般会計補正予算 

6 議案第2号 令和4年度網走市介護保険特別会計補正予算 

7 議案第3号 
網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関す 

る条例の一部を改正する条例制定について 

8 議案第4号 
網走市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

9 議案第5号 
網走市職員の定年等に関する条例の全部を改正する条例制定につ 

いて 

10 議案第6号 
網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例制定

について 

11 議案第7号 財産の取得について 

12 議案第8号 財産の無償貸付について 

13 議案第9号 市道の路線認定及び廃止について 

14 議案第10号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

 

 



認定第 1号

令和3年度網走市各会計歳入歳出決算について 

 地方自治法第233条第3項の規定に基づき、令和3年度網走市各会計

歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて当市議会の認

定に付す｡ 

  令和4年9月6日提出 

 網走市長  水 谷 洋 一 





認定第 2号 

令和3年度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算について 

地方公営企業法第32条第2項及び同法第30条第4項の規定に基づき、

令和3年度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算を別冊のとおり

監査委員の意見をつけて当市議会の認定に付す。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水 谷 洋 一 



 

 

 



認定第 3号 

令和3年度網走市簡易水道事業会計の利益の処分及び決算について 

地方公営企業法第32条第2項及び同法第30条第4項の規定に基づき、

令和3年度網走市簡易水道事業会計の利益の処分及び決算を別冊のと

おり監査委員の意見をつけて当市議会の認定に付す。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水 谷 洋 一 





認定第 4号 

令和3年度網走市下水道事業会計の利益の処分及び決算について 

地方公営企業法第32条第2項及び同法第30条第4項の規定に基づき、

令和3年度網走市下水道事業会計の利益の処分及び決算を別冊のとお

り監査委員の意見をつけて当市議会の認定に付す。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水 谷 洋 一 



 

 

 



議案第 1 号 

 

令和 4 年度網走市一般会計補正予算 

 

 令和 4 年度網走市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 282,488 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,569,039 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

  令和 4 年 9 月 6 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 







第２表　地 方 債 補 正
（変更）

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額
起 債 の 方 法
利 率
償 還 の 方 法

千円 ％ 千円

総 務 管 理 事 業 債 1,212,000 証 書 借 入 又 １０．０ 1,212,000 補正前に同じ

は 証 券 発 行 以内

保 健 衛 生 事 業 債 141,000 141,000

（借　入　先）

労 働 事 業 債 4,600 4,600

財 政 融 資 資 金

農 業 債 37,500 37,500

地 方 公 共 団 体

観 光 事 業 債 91,900 金 融 機 構 91,900

道 路 橋 梁 事 業 債 557,500 北 海 道 557,500

港 湾 事 業 債 115,200 都 市 職 員 115,200

共 済 組 合

河 川 整 備 事 業 債 80,000 80,000

地 方 職 員

公 営 住 宅 事 業 債 49,000 共 済 組 合 49,000

公 園 整 備 事 業 債 14,400 北 海 道 市 町 村 14,400

振 興 協 会

学 校 教 育 事 業 債 270,600 270,600

北 海 道 市 町 村

社 会 教 育 事 業 債 107,400 備 荒 資 金 組 合 107,400

臨 時 財 政 対 策 債 222,000 そ の 他 162,255

銀行等引受資金

借 換 債 100,000 100,000

計 3,003,100 2,943,355
※今回補正は太字で表示。

起債の目的

補　　　　　正　　　　　前 補　　正　　後

　４０年以内
（内据置２５
年以内）の元
利均等又は元
金均等償還。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期間を
短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利に借
換えることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
で借入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）



議案第 2 号 

令和 4 年度網走市介護保険特別会計補正予算 

 令和 4 年度網走市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 139,176 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,847,680 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和 4 年 9 月 6 日提出 

網走市長 水 谷 洋 一





議案第 3号 

網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に 

関する条例の一部を改正する条例制定について 

 網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水  谷  洋  一 

網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 網走市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（昭和 58年条例第 4

号）の一部を次のように改正する。 

第 3 条中「高確法第 67 条第 1 項第 2 号」を「高確法第 67 条第 1 項第 2 号及び第 3 号」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例の施行前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。 





議案第 4号 

網走市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 網走市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水  谷  洋  一 

網走市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

網走市職員の育児休業等に関する条例（平成4年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第2条第3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれ

かに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「第2条の4」を「当該子の出生の日から第3条の2

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過す

る日、第2条の4」に、「、2歳」を「当該子が2歳」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日（以下「1歳到達日」という。） （当該子につい

て当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。

以下（ア）において同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、同

条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当

該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

同条第3号ウを削除する。 

 第2条の3第3号中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日（当該子を養育する非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げ

る場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日

とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））



の翌日（当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」

を「養育する非常勤職員が」に、「該当するとき」を「該当する場合（当該子についてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当する

ときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別な事情がある場合にあっては

ウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イをウに改め、同号ア中「当該非常勤職員が

する育児休業」を「当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業」に、「当該

配偶者がする地方等育児休業」を「当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に

該当してする地方等育児休業」に改め、同号アをイに改め、イの前に次を加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当

該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌

日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休

業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第2条の3第3号に次を加える。 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当し

て育児休業をしたことがない場合

 第2条の4中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日（当該子の1歳6か

月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に

特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用さ

れる日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を「養育する

非常勤職員が」に、「各号のいずれにも該当するとき」を「各号に掲げる場合のいずれにも該

当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7

号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める

特別な事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）」に改め、同条第2号を第

3号とし、第1号を第2号とし、第2号の前に次の1号を加える。 

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の

規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合

第2条の4に次の1号を加える。 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の

規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第2条の5を削除する。 

第3条第5号を削除する。 

同条第8号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常

勤職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「満了

後に引き続き」を「満了後引き続いて」に、「任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される



日」を「児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日」に改め、

同号を第7号とし、第6号及び第7号を1号ずつ繰り下げる。 

第3条の次に次の1条を加える。 

（育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間） 

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間は、57日間とする。 

　第10条第6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

附 則 

この条例は、令和4年10月1日から施行する。 





議案第 5号 

網走市職員の定年等に関する条例の全部を改正する条例制定に 

ついて 

網走市職員の定年等に関する条例を次のとおり定める。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水  谷  洋  一 

網走市職員の定年等に関する条例

網走市職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第22号）の全部を次のように改正する。 

目次 

第1章 総則（第1条） 

第2章 定年制度（第2条～第4条） 

第3章 管理監督職勤務上限年齢制（第5条～第10条） 

第4章 定年前再任用短時間勤務制（第11条・12条） 

第5章 雑則（第13条） 

附則 

第1章 総則 

（趣旨） 

第1条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の4第

1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並び

に第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第2章 定年制度 

（定年による退職） 

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日（以下「定

年退職日」という。）に退職する。 

（定年） 

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。 

（定年による退職の特例） 

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合におい



て、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年

退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲で期限を定め、当該職員を当該定年退職日にお

いて従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第8条

第1項から第4項までの規定により異動期間（第8条第1項に規定する異動期間をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）（第8条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含

む。）を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職（第5条に規定する職をいう。

以下この条及び第3章において同じ。）を占めている職員については、第8条第1項又は第2項

の規定より当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めてい

る管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職に

より生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による

欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交代が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情がある

ため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、

前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年

を超えない範囲内で延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職

日（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動

期間の末日）の翌日から起算して3年を超えることができない。 

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限

を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。 

4 任命権者は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により

期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来

する前に第1項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日

を定めて当該期限を繰り上げるものとする。 

5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、規則で定める。 

第3章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第5条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、網走市職員給与条例（昭和22年条例第

18号）第38条の3第1項に規定する市長が指定する者とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第6条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第7条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等（以下この章において「他

の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第

1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任（降

給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第9条において「降任等」という。）をしよう

とする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する

標準職務遂行能力（次条第3項において「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等

をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限

年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属す

る職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職



制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下この号にお

いて「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準

に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上

位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の

段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任すること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第8条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる

事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職

に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの

間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内（当

該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日ま

での期間内。第3項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占

める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職

への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が

生ずること

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への

降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情がある

ため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を

含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続き

あると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間

内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日

から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長

することができる。ただし、更に延長される異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督

職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。 

3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への

降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、

これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監

督職として別に定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職

を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の

標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められ

る職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該

管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管

理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認

めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超

えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管

理監督職を占めたまま勤務させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群

の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。 

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期

間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認

めるとき（第2項の規定より延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除

く。）、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間（前3項又はこの項に規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が

引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超え

ない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 



（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第9条 任命権者は、前条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第

3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なけれ

ばならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第10条 任命権者は、第8条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末

日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものと

する。 

第4章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第11条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者（以

下この条及び次条において「年齢60年以上退職者」という。）を、60歳に達した日以後にお

ける最初の4月1日以降、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短

時間勤務の職（当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間

に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用することがで

きる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年

退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過し

た者であるときは、この限りではない。 

第12条 任命権者は、前条本文の規定のほか、網走地区消防組合の年齢60年以上退職者を、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用するこ

とができる。 

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第5章 雑則 

（雑則） 

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第 1 条 この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 9 条の規定は、公布の

日から施行する。 

（定年に関する経過措置） 

第 2 条 令和 5 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31日までの間における第 3条の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65 年」とあるのはそれぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年 

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年 

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

第 3 条 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員並びに非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）が年齢 60年に達

する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行



うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかっ

た者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異

動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった

職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が

採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員

の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度））にお

いて、当該職員に対し、当該職員が年齢 60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関

する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後におけ

る勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

（勤務延長に関する経過措置） 

第 4 条 任命権者は、施行日（この条例の施行日をいう。以下同じ。）前にこの条例による改

正前の網走市職員の定年等に関する条例（昭和 59年条例第 22号。以下「旧条例」という。）

第 4 条第 1 項又は第 2 項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同

条第 1 項の期限又は同条第 2 項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同

じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。）

について、旧条例勤務延長期限又はこの規定により延長された期限が到来する場合において、

この条例による改正後の網走市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第 4

条第 1 項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して 1 年を

超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長

職員に係る旧条例第 2 条に規定する定年退職日の翌日から起算して 3 年を超えることができ

ない。 

2 新条例第 4条第 3項から第 5項までの規定は、前項の規定による勤務について準用する。 

（定年退職者等の再任用に関する特例措置） 

第 5 条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢 65 歳（昭和 36 年 4 月 1 日以前に生まれた者

については、年齢 64歳）に達する日以後における最初の 3月 31日（以下この条から附則第 8

条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者

を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第 3 条に規定する定年を

いう。以下同じ。）（施行日以後に新に設置された職及び施行日以後に組織の変更により名

称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合にお

ける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第 1 項おいて同じ。）に達している者を、

従来の勤務成績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲で任期を

定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日前に旧条例第 2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第 4条第 1項若しくは第 2項、令和 3年改正法附則第 3条第 5項又は前条第 1項

の規定により勤務した後退職した者

2 令和 14年 3月 31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定

年に達している者を、従前の勤務成績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を

超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日以後に新条例第 2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第 4条第 1項又は第 2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第 11 条の規定により採用された者のうち、令和 3 年改正法による

改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第 22条の 4第 3項に規定す

る任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新条例第 12 条第 1 項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法

第 22 条の 5 第 3 項において準用する新地方公務員法第 22 条の 4 第 3 項に規定する任期

が満了したことにより退職した者

3 前 2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲で更新するこ



とができる。ただし、当該任期の末日は、前 2 項の規定により採用する者又はこの項の規定

により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

4 暫定再任用職員（第 1項若しくは第 2項、次条第 1項若しくは第 2項、附則第 7条第 1項若

しくは第 2 項又は附則第 8 条第 1 項又は第 2 項の規定により採用された職員をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当

該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体

評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の

同意を得なければならない。 

第 6条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、網走地区消防組合（以下次項及び附則第 8

条において「組合」という。）における前条第 1 項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る

旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

2 令和 14年 3月 31日までの間、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、組合における同

項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採

用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績そ

の他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時

勤務を要する職に採用することができる。 

3 前 2項の場合においては、前条第 3項から第 5項までの規定を準用する。 

第 7条 任命権者は、新地方公務員法第 22条の 4第 4項の規定にかかわらず、附則第 5条第 1

項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採

用しようとする短時間勤務の職（新条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）

に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職

務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行

日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更

された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合

において、当該職が占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占

めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に占める年齢）をいう。次条第 1

項において同じ。）に達している者を、従前の勤務成績その他の規則で定める情報に基づく

選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができ

る。 

2 令和 14 年 3 月 31 日までの間、任命権者は、新地方公務員法第 22 条の 4 第 4 項の規定にか

かわらず、附則第 5 条第 2 項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあ

る者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時

間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の

職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第 2項及び附則第 12条にお

いて同じ。）に達している者（新条例第 11条の規定により当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

3 前 2項の場合においては、附則第 5条第 3項から第 5項までの規定を準用する。 

第 8条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、新地方公務員法第 22条の 5第 3項におい

て準用する新地方公務員法第 22条の 4第 4項の規定にかかわらず、組合における附則第 5条

第 1 項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者

を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤

務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲で任期を定め、当

該短時間勤務の職に採用することができる。 



2 令和 14年 3月 31日までの間、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、新地方公務員法

第 22条の 5第 3項において準用する新地方公務員法第 22条の 4第 4項の規定にかかわらず、

組合における附則第 5 条第 2 項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間に

ある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達

している者（新条例第 12条第 1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる

者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

3 前 2項の場合については、附則第 5条第 3項から第 5項までの規定を準用する。 

（令和 3年改正法附則第 2条第 3項に規定する条例で定める年齢） 

第 9条 令和 3年改正法附則第 2条第 3項に規定する条例で定める年齢は年齢 60年とする。 





議案第 6号 

網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例制定 

について 

 網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例を次のとお

り定める。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水  谷  洋  一 

網走市職員の定年引上げに伴う関係条例の整理に関する条例

（網走市職員給与条例の一部改正） 

第 1条 網走市職員給与条例（昭和 22年条例第 18号）の一部を次のとおり改正する。 

第 2条の 2 第 1項中「（常勤の嘱託を除く。）」を削除する。 

同条第 3項を削除する。 

第 3条の 2第 6項に次のただし書を加える。 

ただし、60 歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の前項の規定による昇給

は、同条第 4 項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場

合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて市長が別に定め

る基準に従い決定するものとする。 

第 3条の 4 を次のとおり改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料） 

第 3条の 4 法第第 22条の 4第 3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用さ

れる給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任免服務条例第 3 条第 3 項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第 1 項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。 

第 13 条の 2 第 2 項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

第 32 条第 3 項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、第 45

条の 2第 3項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、第 46条第 2項第 1

号及び第 2号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、第 47 条中「再任用

職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 



 附則第 2項の次に次の 6項を加える。 

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が 60歳に達した日以後における最初の 4月 1日（附

則第 5 号において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のう

ち、第 3 条第 2 項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第 3 条の 2 第 2 項及び同条

第 5項の規定により当該職員の受けるに号俸に応じた額に 100 分の 70を乗じて得た額（当該

額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上 100円未満の端数を生じた

ときはこれを 100円に切り上げるものとする。）とする。 

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤

職員

(2) 網走市職員の定年等に関する条例（昭和 59年条例第 22号）第 8条第 1項又は第 2項の

規定により法第 28条の 2第 1項に規定する異動期間（同条例第 8条第 1項又は第 2項の

規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第 5 条に規定する職を占める

職員

(3) 網走市職員の定年等に関する条例第 4条第 1項又は第 2項の規定により勤務している職

員

5 法第 28 条の 2 第 4 項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への

降任等をされた日（以下この項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給

料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第 3 項の規定により当該職員の受ける給料月

額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けて

いた給料月額に 100分の 70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、50円以上 100円未満の端数を生じたときはこれを 100円に切り上げるものとす

る。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定

める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第 3 項の規定により当該職員の受け

る給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給

する。 

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第 3

条の 2 第 1 項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超え

る場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」と

あるのは、「第 3 条の 2 第 1 項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸

の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

7 附則第 5項の規定による給料を支給されている職員に対する第 45条の 2第 5項（条例第 46

条第 4 項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「給料月額」と

あるのは、「給料月額と附則第 5項の規定による給料の額との合計額」とする。 

8 附則第 3項から前項までに定めるもののほか、附則第 3項の規定による給料月額、附則第 5

項の規定による給料その他附則第 3 項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

別表第 1 中「再任用以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」に改め、再

任用職員の項を次のとおり改める。 

定年前再任用

短時間勤務職

員 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

187,700 215,200 255,200 274,600 

（網走市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第 2条 網走市職員退職手当支給条例（昭和 60年条例第 2 号）の一部を次のとおり改正する。 

第 1 条第 1 項中「、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 22 条の 2 第 1 項第 1 号に掲



げる者及び同法第 28条の 4第 1項、第 28条の 5第 1項又は第 28条の 6第 1項若しくは第 2項

の規定により採用された者」を「及び地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 22条の 2第 1

項第 1号に掲げる者」に改め、第 4条第 1項中「地方公務員法第 28条の 2第 1項」を「地方公

務員法第 28 条の 6第 1項」に、「同法第 28条の 3第 1項」を「同法第 28条の 7第 1項」に改

め、第 5条第 1項中「法第 28条の 2第 1項」を「法第 28条の 6第 1項」に、「同法第 28条の

3第 1項」を「同法第 28条の 7第 1項」に改め、同条第 2項中「（前項」を「（同項」に改め、

第 5 条の 3 中「第 5 条第 1 項に規定する者のうち」を「第 5 条第 1 項に規定する者（地方公務

員法第 28 条の 6 第 1 項の規定により退職した者（同法第 28 条の 7 第 1 項の期限又は同条第 2

項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。）を除く。）のうち」に、「定

年に達する日」を「60歳に達する日」に、「退職の日において定められているその者に係る定

年」を「60歳」改め、同条表中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1年につき」を「60歳と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数 1 年につき」に改め、第 7 条の 3 表中「退職の日において定め

られているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につ

き」を「60 歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につき」改め、第 7

条の 4第 1項中「以下「休職月等」」を「第 8条第 4項において「休職月等」」に、「以下「調

整月額」」を「以下この項及び第 5項において「調整月額」」に改め、第 10条第 4項中「、当

該退職後」を「当該退職後」に、「「第 4 項において読み替えられた第 1 項に規定する支給期

間」とする。」を「「第 4 項において読み替えられた第 1 項に規定する支給期間」とし、当該

退職の日後に事業（その実施期間が 30日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開始

した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長

にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が 4 年から第 1 項及び

本項により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。）

は、第 1項及び本項の規定による期間に算入しない。」に改め、同条第 11項第 5号中「職業安

定法第 4条第 8項」を「職業安定法第 4条第 9項」に改め、第 14条第 1項第 2号及び第 3号中

「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改め、

第 15 条第 1項中「にあっては」を「には」に改め、同項第 2号及び第 3号中「再任用職員に対

する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改め、第 17条第 1項中

「以下この条」を「以下この項から第 6 項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条

第 2 項、第 3 項及び第 4 項中「にあっては」を「には」に改め、同条第 5 項中「再任用職員に

対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に、「にあっては」を

「には」に改める。 

附則第 2項の見出しを削除する。 

 附則第 2 項中「第 3 条から第 5 条の 3 まで」を「第 3 条から第 5 条の 3まで及び附則第 7 項

から第 10項まで」に改め、附則第 3項を次のとおり改める。 

3 当分の間、36年以上 42年以下の期間勤続して退職した者（附則第 2項の規定に該当する者

を除く。）で第 3 条第 1 項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、

同項又は第 5 条の 2 及び附則第 9 項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得

た額とする。 

 附則第 4項を次のとおり改める。 

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者（附則第 3項の規定に該当する者を除く。）

で第 5 条又は附則第 8 項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、そ

の者の勤続期間を 35年として附則第 2項の規定の例により計算して得られる額とする。 

附則第 5 項から第 9 項を削除し、第 10 項を第 5 項とし、第 11 項中「平成 34 年 3 月 31 日」

を「令和 7年 3月 31日」に改め、同項を第 6項とし、同項の次に次の 4項を加える。 

7 当分の間、第 4条第 1項の規定は、11年以上 25年未満の期間勤続した者であって、60歳に

達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及

び同項又は同条第 2 項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基礎額について準



用する。この場合における第 3 条の規定の適用については、同条第 1 項中「又は第 5 条」と

あるのは、「、第 5条又は附則第 7項」とする。 

8 当分の間、第 5 条第 1 項の規定は、25 年以上の期間勤続した者であって、60 歳に達した日

以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めがない職を退職した者及び同条第 1

項又は第 2 項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。

この場合における第 3条の規定の適用については、同条第 1項中「又は第 5条」とあるのは、

「、第 5条又は附則第 8項」とする。 

9 網走市職員給与条例（昭和 22年条例第 18号）附則第 3項の規定による職員の給料月額の改

定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

10 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずること

により退職した者及び公務上の傷病若しくは死亡により退職した者であって、60 歳に達した

日以後に退職したときにおける第 5 条の 3 及び第 7 条の 3 の規定の適用については、第 5 条

の 3 本文中「60 歳に達する日」とあるのは「定年に達する日」と、「60 歳から 10 年を減じ

た年齢以上」とあるのは「60 歳以上」と、第 5条の 3の表中並びに第 7条の 3の表中「60歳

と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数 1 年につき 100 分の 2」とあるのは

「100 分の 2」とする。 

 （網走市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第 3 条 網走市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成 5 年条例第 3 号）の一部を

次のとおり改正する。 

附則第 2条、第 3条及び第 4条を削除する。 

（網走市職員の任免及び服務に関する条例の一部改正） 

第 4条 網走市職員の任免及び服務に関する条例（昭和 28年条例第 4号）の一部を次のとおり

改正する。 

第 3条第 3 項中「法第 28条の 4第 1項、第 28条の 5第 1項又は第 28条の 6第 1項若しくは

第 2項」を「法第 22条の 4第 1項又は第 22条の 5第 1項若しくは第 2項」に、「同法第 28条

の 5 第 1 項又は同法第 28 条の 6 第 2 項」を「同法第 22 条の 4 第 1 項」に、「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第 6 項中「再任用短時間勤務職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、第 6 条第 1 項中「再任用短時間勤務職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改め、第 9条の次に次の 3条を加える。 

（降給の種類） 

第 9条の 2 降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を下位の職務の級に

変更することをいう。以下同じ。）並びに地方公務員法第 28条の 2第 1項に規定する降給（同

項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より下位の職務の級に分類さ

れている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。）とする。 

（降格の事由） 

第 9条の 3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より下位の職務の級に分類され

ている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。 

（通知書の交付） 

第 9条の 4 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付

して行わなければならない。 

第 14 条第 2 号中「1 日以上 6 箇月以内、給料月額」を「1 日以上 6 箇月以内の期間、その発

令の日に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の合計額」に改め、同号に次の後段を加え

る。 

 この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の合計額

の 10 分の 1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

附則第 3項の次に次の 2項を加える。 



4 給与条例附則第 3 項の適用を受ける職員に対する第 9 条の 2 の適用については、当分の間、

第 9条の 2 中「とする。」とあるのは「並びに給与条例附則第 3項の規定による降給とする。」

とする。 

5 第 9条の 4の規定は、給与条例附則第 3項の規定による降給の場合には、適用しない。この

場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定により給料月額が異動する

こととなった旨の通知を行うものとする。 

（網走市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第 5条 網走市職員の育児休業等に関する条例（平成 4年条例第 22号）の一部を次のとおり改

正する。 

第 2条第 3 号を第 4号とし、同条第 2号の次に次の 1号を加える。 

(3) 網走市職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間（こ

れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員

第 9条に次の 1号を加える。 

(3) 網走市職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間（こ

れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員

第 16 条第 2号中「第 28条の 5第 1項又は第 28条の 6第 2項」を「第 22条の 4第 1項」に、

「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め、第 17条第 1項中「再

任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

（公益的法人等への網走市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第 6条 公益的法人等への網走市職員の派遣等に関する条例（平成 31年条例第 1号）の一部を

次のとおり改正する。 

第 2条第 2項第 5号を第 6号とし、同項第 4号の次に次の 1号を加える。 

(5) 網走市職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間（こ

れらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員

（網走市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第 7条 網走市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 18年条例第 3号）の一部を

次のとおり改正する。 

第 3条中「法第 28条の 5第 1項」を「法第 22条の 4第 1項」に改める。 

（網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第 8 条 網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和 41 年条例第 20 号）の一部

を次のとおり改正する。 

第 2条第 1 項中「第 28条の 5第 1項及び第 28条の 6第 2項」を「第 22条の 4第 1項」に改

め、第 21 条中「、地公法第 28 条の 4 第 1 項、第 28 条の 5 第 1項又は第 28 条の 6 第 1項若し

くは第 2項」を「、地公法第 22条の 4第 1項の」に改める。 

 附則を附則第 1 項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の 1 項を加

える。 

（経過措置） 

2 職員が 60 歳に達した日以後における最初の 4 月 1 日以後、当該職員に適用される給料につ

いては、網走市職員給与条例（昭和 22年条例第 18号）附則第 3号から第 8号の例による。 

（網走市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第 9条 網走市職員の再任用に関する条例（平成 25年条例第 16号）を廃止する。 



附 則 

（施行期日） 

第 1条 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から適用する。 

(1) 第 2条中網走市職員退職手当支給条例附則第 11項の改正規定 公布の日

(2) 第 2条中網走市職員退職手当支給条例第 10条第 4項の改正規定及び附則第 5条の改正

規定 令和 4年 7月 1日

(3) 第 2条中網走市職員退職手当支給条例第 10条第 11項の改正規定 令和 4年 10月 1日

(4) 第 1条中網走市職員給与条例別表第 1再任用職員の項の改正規定（1級、3級及び 4級

の欄に限る。） 令和 6年 4月 1日

（網走市職員給与条例の一部改正に伴う職員の勤務延長に関する経過措置） 

第 2条 改正後の網走市職員給与条例附則第 3項から第 8項までの規定は、地方公務員法の一

部を改正する法律（令和 3年法律第 63号。以下「地公法改正法」という。）附則第 3条第 5

項又は第 6項の規定により勤務している職員には適応しない。 

（網走市職員給与条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置） 

第 3条 暫定再任用職員（地公法改正法附則第 4条第 1項若しくは第 2項（これらの規定を同

法附則第 9条第 3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第 5条第 1項及び第

3項、第 6条第 1項若しくは第 2 項（これらの規定を同法附則第 9条第 3項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第 7条第 1項及び第 3項の規定により採用された職員

をいう。）で地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 22条の 4第 1項に規定する短時間

勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の網走市職員給与条例（以下この条におい

て「新条例」という。）第 3条の 4に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新

条例の規定を適用する。 

（網走市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

第 4条 暫定再任用職員（地公法改正法附則第 4条第 1項若しくは第 2項（これらの規定を同

法附則第 9条第 3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第 5条第 1項及び第

3項、第 6条第 1項若しくは第 2項（これらの規定を同法附則第 9条第 3項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第 7条第 1項及び第 3項の規定により採用された職員

をいう。）に対する改正後の網走市職員退職手当支給条例（次条において「新条例」という。）

については、適用しない。 

第 5 条 新条例第 10 条第 4 項の規定は、附則第 1 条第 2 号に掲げる適用日以後に同項の事業

を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員に該当するに至った者に

ついて適用する。 

（網走市職員の任免及び服務に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第 6条 暫定再任用職員（地公法改正法附則第 4条第 1項若しくは第 2項（これらの規定を同

法附則第 9条第 3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第 5条第 1項及び第

3項、附則第 6条第 1項若しくは第 2項（これらの規定を同法附則第 9条第 3項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）又は第 7条第 1項及び第 3項の規定により採用された

職員をいう。）で地方公務員法第 22 条の 4 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

は、この条例による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例（以下この条において

「新条例」という。）第 3条第 3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新

条例の規定を適用する。 



議案第 7号 

財産の取得について 

　次のとおり財産を取得する。 

　令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水 谷 洋 一 

記 

１ 財 産 の 名 称  情報系システム用サーバ等 一式 

  及 び 数 量 

２ 取 得 方 法  譲 渡 

３ 取 得 金 額  ５２，０３０，０００円 

４ 取得の相手方   札幌市中央区北 4条西 6丁目 

北海道市町村備荒資金組合 

組合長 山口 幸太郎 





議案第 8号 

財産の無償貸付について 

次のとおり財産を無償で貸付ける。 

  令和 4年 9月 6日提出 

網走市長 水 谷 洋 一 

記 

１ 土地の所在等 

区分 所 在 地 目 面 積 

１ 

網走市向陽ヶ丘 7丁目 20番 31 雑 種 地 3,900 ㎡ 

網走市向陽ヶ丘 7丁目 20番 32 雑 種 地 3,765 ㎡ 

網走市向陽ヶ丘 7丁目 20番 33 雑 種 地 4,413 ㎡ 

２ 

網走市大曲 2丁目 88番 4 宅 地 1,807.30㎡ 

網走市大曲 2丁目 96番 1 宅 地 1,845.39㎡ 

網走市大曲 2丁目 96番 5 宅 地 489.32 ㎡ 

網走市大曲 2丁目 148番 公衆用道路 490 ㎡ 

３ 網走市つくしヶ丘 3丁目 88番 257の内 宅 地 4,300.00㎡ 

２ 貸付の目的 

網走市が出資する地域新電力会社へ土地を貸付け、再生可能エネルギーの地産地消

によるカーボンニュートラルの推進、災害対応力の強化を図る。 

３ 貸付の相手方 

住 所 網走市字呼人 534番地の 2 

氏 名 あばしり電力株式会社 

 代表取締役社長 村本 正義 

４ 貸付期間 

契約締結の日から令和 27年 3月 31日まで 

５ 貸付金額 

無償 





議案第 9号 

市道の路線認定及び廃止について 

道路法第 8条及び第 10条の規定により、市道の路線を次のとおり認定及

び廃止する。 

令和 4年 9月 6日提出 

網走市長  水 谷 洋 一 

記

１．廃止する路線

路線番号 路 線 名 
起  点 

終  点 

重要な 

経過地 

164 大曲 2丁目 3号線 

網走市大曲1丁目83番7地先 

国道238号分岐 

網走市大曲2丁目88番1地先 

228 つくしケ丘西 8号線 

網走市つくしケ丘4丁目88番16地先 

つくしケ丘本通線分岐 

網走市つくしケ丘3丁目88番257地先 

574 
つくしケ丘 3丁目 

1号線 

網走市つくしケ丘3丁目88番257地先 

つくしケ丘西8号線分岐 

網走市つくしケ丘3丁目88番257地先 

つくしケ丘西8号線接続 

２．認定する路線

路線番号 路 線 名 
起  点 

終  点 

重要な 

経過地 

164 大曲 2丁目 3号線 

網走市大曲1丁目83番7地先 

国道238号分岐 

網走市大曲2丁目87番1地先 

228 つくしケ丘西 8号線 

網走市つくしケ丘4丁目88番16地先 

つくしケ丘本通線分岐 

網走市つくしケ丘3丁目88番257地先 





議案第 10号 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第 3 条第 8 項の規定に基づき、浦士別、栄清、中和東、

山里、稲富、丸実及び音根内辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を別紙のとおり変更する。 

令和4年9月6日提出 

  網走市長 水 谷 洋 一 



別記様式

北海道　網走市　浦士別辺地　　
（辺地の人口　１８９人、面積　１１．７ｋ㎡）

・ 道 路 ～

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
するための自動車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 平成３０年度から　令和４年度までの　５年間

区分

事業主体名

92,000 0 92,000 92,000

55,425 30,025 25,400 25,400

1,308 0 1,308 1,300

7,600 0 7,600 7,600
(1,900) (0) (1,900) (1,900)

(158,233) (30,025) (128,208) (128,200)

156,333 30,025 126,308 126,300

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。

　現在未舗装であるため、スクールバスや農業用車両の安全な通行に支障を及ぼ
している。安全な通行を確保するため、郊外地域から整備要望が多い路線の舗装
工事を行う。
　浦士別東16線:舗装　延長1,100m

一般財源のうち
辺地対策事業債

の予定額

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊外地
区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農業
への対応を可能とする。

財源内訳

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整備す
るもの。

（郊外地区光回線整備事業）

特定財源

網走市

（教員住宅改修事業）
学校給食施設・設備

教 職 員 住 宅

（学校給食施設整備事業）

（患者送迎車整備事業）

２０４点

網走市

事業費

（浦士別東16線）

一般財源

（３）辺地度点数

道 路
網走市

施設名

電気通信に関する施設

網走市

合計

住民の交通の便に供
するための自動車

網走市

総合整備計画書（案）

網走市字浦士別

字浦士別３２７番地７

１．辺地の概況

（単位：千円）

（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置

２．公共的施設の整備を必要とする事情

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。



別記様式

北海道　網走市　栄清辺地　　
（辺地の人口　１０９人、面積　２１．４ｋ㎡）

・ 道 路 ～

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
するための自動車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

75,000 0 75,000 75,000

104,595 56,682 47,913 47,900

754 0 754 700

3,000 0 3,000 3,000
(700) (0) (700) (700)

(184,049) (56,682) (127,367) (127,300)
183,349 56,682 126,667 126,600

総合整備計画書（案）

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置
網走市字栄、字清浦

　現在未舗装であるため、スクールバスや農業用車両の安全な通行に支障を
及ぼしている。安全な通行を確保するため、郊外地域から整備要望が多い路
線の舗装工事を行う。
　浦士別実豊線（300ｍ）の路盤・排水・舗装の整備をする。

（単位：千円）

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。

２３３点

字栄８２番地６

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊
外地区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農
業への対応を可能とする。

（３）辺地度点数

２．公共的施設の整備を必要とする事情

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整
備するもの。

一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額

電気通信に関する施設
（郊外地区光回線整備事業）

網走市

網走市
住民の交通の便に供
す る た め の自 動車

施設名 特定財源 一般財源

網走市

（教員住宅改修事業）

事業費
財源内訳

（患者送迎車整備事業）

道　　　　　　路
（浦士別実豊線）

網走市

網走市

合計

教 職 員 住 宅

学校給食施設・設備
（学校給食施設整備事業）



別記様式

北海道　網走市　中和東辺地　　
（辺地の人口　２００人、面積　２５．４４k㎡）

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
するための自動車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

117,014 63,412 53,602 53,600

1,384 0 1,384 1,300

8,500 0 8,500 8,500
(2,200) (0) (2,200) (2,200)

(129,098) (63,412) (65,686) (65,600)
126,898 63,412 63,486 63,400

一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額

（単位：千円）

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置

２．公共的施設の整備を必要とする事情

１４９点

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊
外地区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農
業への対応を可能とする。

施設名

電気通信に関する施設
（郊外地区光回線整備事業）

事業費
財源内訳

特定財源 一般財源

合計

網走市

網走市

網走市

住民の交通の便に供
す る た め の 自 動 車

（患者送迎車整備事業）

（教員住宅改修事業）

総合整備計画書（案）

（学校給食施設整備事業）
学校給食施設・設備

教 職 員 住 宅

網走市

（３）辺地度点数

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整
備するもの。

網走市字中園、字昭和、字東網走

字中園３１６番地１



別記様式

北海道　網走市　山里辺地　　
（辺地の人口　９９人、面積　８．３７ｋ㎡）

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
するための自動車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

38,499 20,863 17,636 17,600

685 0 685 600

6,600 0 6,600 6,600
(1,800) (0) (1,800) (1,800)

(47,584) (20,863) (26,721) (26,600)
45,784 20,863 24,921 24,800

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整
備するもの。

総合整備計画書（案）

（学校給食施設整備事業）
学校給食施設・設備

教 職 員 住 宅

網走市

網走市

網走市

網走市

施設名

住民の交通の便に供
す る た め の 自 動 車
（患者送迎車整備事業）

電気通信に関する施設
（郊外地区光回線整備事業）

（教員住宅改修事業）

合計

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置

２．公共的施設の整備を必要とする事情

１０６点
（３）辺地度点数

網走市字山里

字山里１０４番地３

事業費
財源内訳

特定財源 一般財源

一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊
外地区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農
業への対応を可能とする。

（単位：千円）

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。



別記様式

北海道　網走市　稲富辺地　　
（辺地の人口　１１９人、面積　１４．００ｋ㎡）

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
す る た め の 自 動 車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

64,394 34,894 29,500 29,500

824 0 824 800

3,200 0 3,200 3,200
(600) (0) (600) (600)

(69,018) (34,894) (34,124) (34,100)
68,418 34,894 33,524 33,500

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。

財源内訳

（郊外地区光回線整備事業）

（学校給食施設整備事業）

事業費

網走市

学校給食施設・設備

網走市

住民の交通の便に供す
る た め の 自 動 車
（患者送迎車整備事業）

総合整備計画書（案）

（２）地域の中心の位置

特定財源

１．辺地の概況

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊
外地区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農
業への対応を可能とする。

施設名

（１）辺地を構成する町村又は字の名称

１２５点

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。

網走市

合計

網走市字稲富

字稲富１６４番地１

網走市

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整
備するもの。

２．公共的施設の整備を必要とする事情

電気通信に関する施設

（単位：千円）

一般財源

一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額

（教員住宅改修事業）
教 職 員 住 宅



別記様式

北海道　網走市丸実辺地
（辺地の人口　７４人、面積　２０．３ｋ㎡）

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
するための自動車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

93,142 50,442 42,700 42,700

512 512 500

3,100 3,100 3,100
(900) (0) (900) (900)

(97,654) (50,442) (47,212) (47,200)
96,754 50,442 46,312 46,300

合計

教 職 員 住 宅
網走市

（教員住宅改修事業）
学校給食施設・設備

網走市
（学校給食施設整備事業）

網走市

住民の交通の便に供
す る た め の 自 動 車 網走市

（患者送迎車整備事業）

電気通信に関する施設
（郊外地区光回線整備事業）

事業費
財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債
の予定額施設名 特定財源 一般財源

字丸万１２０番地
（３）辺地度点数

１８９点

２．公共的施設の整備を必要とする事情

（単位：千円）

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊外
地区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農
業への対応を可能とする。

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整備
するもの。

総合整備計画書（案）

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

網走市字丸万、実豊
（２）地域の中心の位置



別記様式

北海道　網走市　音根内辺地　　
（辺地の人口　１８２人、面積　１９．１０ｋ㎡）

・ 電気通信に関する施設 ～

・
住民の交通の便に供
するための自動車

～

・ 教 職 員 住 宅 ～

・
公 民 館 そ の 他 の
集 会 施 設

～

・ 学校給食施設・設備 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

87,852 47,608 40,244 40,200

1,259 0 1,259 1,200

8,100 0 8,100 8,100

1,000 0 1,000 1,000
(2,100) (0) (2,100) (2,100)

(100,311) (47,608) (52,703) (52,600)
98,211 47,608 50,603 50,500

事業費
財源内訳

特定財源 一般財源

一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額

　国の補正予算を活用し、市内全域の光回線整備率１００％達成に向け、郊
外地区に光回線を整備する。
　それにより、農業農村地域の生活環境の改善や、ICTを活用したスマート農
業への対応を可能とする。

（単位：千円）

　現在運行している患者送迎バスの老朽化が著しいため、新たな車両を整備
する。

　既存の公立小中学校教職員住宅の老朽化が著しいため、改修を行うもの。

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置

２．公共的施設の整備を必要とする事情

１８０点
（３）辺地度点数

網走市字音根内

字音根内１番地１

合計

網走市

網走市

網走市

網走市

施設名

住民の交通の便に供す
る た め の 自 動 車
（患者送迎車整備事業）

電気通信に関する施設
（郊外地区光回線整備事業）

（教員住宅改修事業）

　学校給食施設の集約化を図るため、学校給食運搬車および給食搬入口を整
備するもの。

　音根内地区福祉会館の玄関前スロープの設置改修を行う。

総合整備計画書（案）

網走市

（郊外集会施設改修事業）

公民館その他の集会施設

学校給食施設・設備
（学校給食施設整備事業）

教 職 員 住 宅
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